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第１章  総      則 

 
（目  的） 

第１条  この規程は、中津川北商工会の定款第８条第１４号の規定により、中津川北商工会が労働

保険の保険料の徴収等に関する法律（以下「法」という。）第４章に基づき、労働保険事務組合と

して組合員の委託を受けて労働保険事務を処理する方法及びその処理に関して生ずる本事務

組合、本事務組合に労働保険事務を委託した組合員（以下「委託組合員」という。）及び委託組

合員であって労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」という。）第３３条の規定による特別加

入の承認を受けている組合員（以下「特別組合員」という。）の責任を定めることを目的とする。 

 

第２章  労働保険関係事務処理の委託 

 
（労働保険関係事務の受託） 

第２条  本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務は、労災保険法の規定による保険給

付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規定による日雇労働被保険者に関

する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき労働保険事務の一切とする。 

２． 委託組合員が、本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、前項に規定す

る労働保険事務の一切の処理を委託するものとする。 

 

（委託事務の手続） 

第３条  委託組合員は、本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、本事務組合 

に労働保険事務委託書（組様式第１号）を提出しなければならない。 

２． 本事務組合は、前項の労働保険事務委託書の提出を受けたときは、直ちに受託の可否を当

該委託組合員に通知するものとする。 

３． 本事務組合は、労働保険事務の処理を受託したときは、「労働保険事務処理委託事業主名

簿（省令様式第１８号）」に所定の事項を記載し、労働保険事務組合事務処理規程を当該委託

組合員に交付するものとする。 

４． 労災保険法第３４条第１項又は第３６条第１項の規定に基づき特別加入をしようとする委託組

合員は、中小事業主等又は海外派遣者の特別加入申請書を本事務組合に提出しなければな

らない。 

 

（委託の解除及び特別加入からの脱退） 

第４条  本事務組合又は委託組合員が、労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、７日

前までに労働保険事務委託解除通知書（組様式第１１号）によって本事務組合又は委託組合

員に通知しなければならない。 

２． 特別組合員が、労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、あらかじめ次条に規定

する手続を行い岐阜労働局長の承認を受けなければならない。 

３． 本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務処理の委

託を解除することができる。 
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（特別加入からの脱退手続） 

第５条  特別組合員が、労災保険法第３３条第１号及び第２号又は第３号に掲げる者を包括して労

災保険の保険給付を受けることができる者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申

請書を本事務組合に提出しなければならない。 

 

第３章  事務処理の方法 

 
（賃金総額等の報告） 

第６条  委託組合員は、次の各号に掲げる事項を労働保険料算定基礎賃金等の報告（組様式第４

号）により、毎年４月中旬の事務局が定める期日までに本事務組合に報告しなければならない。 

（１） 事業の概要 

（２） 使用労働者について前年度中（前年４月１日から本年３月３１日まで）に支払った賃金の総 

額及び本年度中に支払う賃金総額の見込額 

（３） その年度中の１ヶ月平均使用労働者数 

（４） 特別加入している者がある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額 

（５） その他本事務組合が必要と認める事項 

２． 本事務組合が岐阜労働局労働保険特別会計歳入徴収官からメリット事業にかかる労災保険

率及び岐阜労働局長から特別加入者にかかる給付基礎日額に関する通知を受けたときは、

「労働保険料徴収及び納付簿（省令様式第１９号）」に所定の事項を記載し、すみやかに当該委

託組合員に通知するものとする。 

 

（一括有期事業等の報告） 

第７条  法第７条の規定により有期事業の一括扱いを受ける事業に係る委託組合員は、次の各号

に掲げる事項をそれぞれの事業の開始した翌月５日、または第６条で定める賃金総額等の報告

期日までに、本事務組合に報告しなければならない。 

   （１） 事業の名称及び事業場の所在地 

（２） 予定される事業の期間 

（３） 建設の事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所 

   （４） 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量並びに立木の所有者の氏名、又は名

称及び住所 

 

（被保険者の異動等に関する報告） 

第８条  委託組合員は、その使用労働者についての雇用保険の被保険者の資格の得喪、転出入、

氏名変更等の異動（以下「被保険者の異動」という。）又は委託組合員についての事業主の名

称変更、住所変更等の異動（以下「事業主の異動」という。）に関する公共職業安定所長に対す

る届書を作成する必要な事実をその届書の提出期限の５日前までに本事務組合に報告しなけ

ればならない。 

２． 委託組合員は、雇用保険被保険者証（以下「被保険者証」という。）の交付を受けている者に

ついて前項の規定による被保険者の資格の取得、転入及び氏名の変更の通知を行うときは、

被保険者証を提出しなければならない。 
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３． 本事務組合が第１項の通知を受けたときは、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿（省

令様式第２０号）」（以下「事務等処理簿」という。）に所定の事項を記載するものとする。 

４． 本事務組合が、公共職業安定所長から被保険者の異動又は事業主の異動に関する通知を

受けたときは、事務等処理簿に所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知する

ものとする。 この場合には、遅滞なく事務等処理簿に当該組合員の確認印を徴するものとす

る。 

５． 本事務組合が、雇用保険法施行規則第１０条第１項、第２項、第１３条第４項及び第１４条第３

項の規定により被保険者証の交付又は返付を受けたときは、すみやかに当該被保険者を使用

する委託組合員に被保険者証を送付するものとする。 

 

（離職証明書に関する報告） 

第９条  委託組合員は、その使用する被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者離職証明

書（以下「離職証明書」という。）を作成するに足る事実及び当該被保険者が雇用保険被保険者

離職票（以下「離職票」という。）の交付を希望する旨又は希望しない旨を本事務組合に報告し

なければならない。 

２． 本事務組合は、離職証明書を作成するに足る事実及び離職票の交付を希望する旨又は希

望しない旨の通知を委託組合員から受けたときは、その旨を事務等処理簿に記載するものとす

る。 

３． 本事務組合が、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所長に

提出し離職票の交付を受けたときは、すみやかに当該離職者に当該離職票を交付するものと

する。 ただし、当該離職者を使用していた委託組合員を通じて交付することを妨げない。 

４． 本事務組合が、離職票を交付したときは、事務等処理簿に所定の事項を記載しその交付を

受けた者から受領印を徴するものとする。 

５． 本事務組合は、離職票の交付を希望しなかった離職者がその後離職票の交付を希望したた

め、離職証明書を交付したときは、当該離職者を雇用していた委託組合員にその旨を通知する

とともに、事務等処理簿に所定の事項を記載するものとする。 

 

（労働保険料の納付に関する事項） 

第１０条 本事務組合は、委託組合員から第６条の報告を受けたときは、前年度の確定保険料及び

当年度概算保険料を算定し、納付すべき労働保険料を保険料納入通知書（組様式第７号 

（甲））により委託組合員に通知するものとする。 

２． 前項の規定により通知を受けた委託組合員は、当該納付すべき労働保険料を本事務組合の

指定する期日までに本事務組合に交付しなければならない。 

３． 本事務組合は、前項の規定による労働保険料の交付を受けた場合には、事業場別「労働保

険料等徴収及び納付簿」に労働保険料額及び受領年月日を記載するものとする。 

４． 本事務組合は、第６条の規定による報告を受け第２項の規定による労働保険料の交付を法

定納期前に受けた場合は法定納期限までに、法定納期後に受けた場合には、直ちに所定の保

険料申告書を作成し、その全額を国に納付するものとする。 

５． 本事務組合は、委託組合員から交付された労働保険料その他の徴収金について第３期分ま

でを国に納付したときは、その旨を当該委託組合員に通知するものとする。 



労働保険事務組合事務処理規程 

-8- 

 

（納入告知を受けた場合の事務） 

第１１条 本事務組合は、委託組合員が法施行規則第３８条第５項の規定による納入の告知を受け

たときは、「労働保険料等徴収及び納付簿」に納入告知にかかる事項を記載するとともに、その

納入告知書に指定された納期限の１０日前までに、委託組合員にその納入告知書を送付する

ものとする。 

２． 納入告知書の送付を受けた委託組合員は、納入告知書に指定された納期限の５日前までに、

納入告知にかかる金額を納入告知書に添えて本事務組合に交付しなければならない。 

 

（督促を受けた場合の事務） 

第１２条 本事務組合は、委託組合員について法第２６条第１項の督促状を受けたときは、「労働保

険料等徴収及び納付簿」に所定の事項を記載するとともに、督促状に指定された期限の７日前

までに、督促状を添付し、納入通知書により当該委託組合員に通知するものとする。 

２． 前項の通知を受けた委託組合員は、督促状の指定納期限の５日前までに、督促状の労働保

険料等を本事務組合に交付しなければならない。 

 

（領収書の交付） 

第１３条 本事務組合は、第１０条、第１１条、第１２条に規定する場合において委託組合員から労働

保険料等の交付を受けたときは、領収書（組様式第８号）を、すみやかに発行し、「労働保険料

等徴収及び納付簿」に所定の事項を記載するものとする。 

 

（領収書控等の保存） 

第１４条 本事務組合は、委託組合員から労働保険料その他の徴収金の交付を受けこれを国に納付

したことを証する「領収書（控）」、「納付書・領収証書」等を３年間保存するものとする。 

 

第４章  事務組合の責任 

 
（労働保険料等の納付責任） 

第１５条 委託組合員が労働保険料その他の規定による徴収金の納付のため、金銭を本事務組合

に交付したときは、本事務組合はその金額の限度で政府に対してそれらの納付の責を負うもの

とする。 

２． 法第２１条第１項又は第２７条第１項の規定によって、政府から追徴金又は延滞金を徴収され

る場合において、その徴収について次条又は第１７条に規定の事由があるときは、本事務組合

は、その金額の限度で政府に対する徴収金の納付の責を負うものとする。 

 

（追徴金の納付責任） 

第１６条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、追徴金の納付の責を負うものとする。 

  （１） 委託組合員が前年度中に支払った賃金の総額等第６条第１項にかかる保険料申告書を作 

成するに足る事実を報告したにもかかわらず、申告期限を経過し、政府により法第１９条第４ 

項に基づき確定保険料の認定決定を受けた追徴金を徴収される場合 
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  （２） 前号に掲げる場合のほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって追徴金が徴収される 

場合 

 

（延滞金の納付責任） 

第１７条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、延滞金の納付の責を負うものとする。 

  （１） 委託組合員が、督促状の指定納期限の５日前までに、労働保険料を本事務組合に交付し 

たにもかかわらず、本事務組合が指定納期限までにその労働保険料を政府に納付しないた 

め延滞金を徴収される場合 

  （２） 第１２条第１項の規定に違反して、本事務組合が指定納期限の７日前までに、その委託組 

合員に督促の通知を行わなかったために、督促状の指定納期限までに納付ができず、その 

ため延滞金を徴収される場合 

  （３） 前２号に掲げるもののほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって生じた延滞金を徴収

される場合 

 

第５章  手   数   料 

 
（手数料の額） 

第１８条 本事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から次のとおり手

数料を徴する。 

 

労働保険事務組合中津川北商工会 手数料徴収基準 

 

区          分 手数料規模割り 手数料年額 年手数料合計額 

① 一人親方 

② 従業員４人以下 

③  〃 １５人以下 

④  〃 ２９人以下 

⑤  〃 ３０人以上 

０円 

２，０００円 

４，０００円 

６，０００円 

８，０００円 

２, ４００円 

２, ４００円 

４. ４００円 

７, ２００円 

９, ６００円 

２，４００円 

４，４００円 

８，８００円 

１３，２００円 

１７，６００円 

 

（手数料の納入） 

第１９条 委託組合員は、その年度の概算保険料を本事務組合に交付するとき、あわせて手数料年

額を納付しなければならない。 

 

 ２ 本会の加入事業場に所属する者が、中津川北労働安全協会の会員として一人親方特別加入

の労災保険を利用する場合、一人親方加入者 1名まで手数料を免除する。 

 

 ３ 期中に本会への事務委託を解除した場合でも、徴収した手数料の返金は行わない。 
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第６章  会     計 

 
（労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会計） 

第２０条 本事務組合は、労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会

計を設けるものとする。 

 

（労働保険事務組合労働保険料特別会計の収入・支出） 

第２１条 労働保険事務組合労働保険料特別会計においては、本事務組合が委託組合員から交付

を受けた労働保険料その他の徴収金、法第１９条第６項の規定による政府からの還付金を収入

とし、政府に納付した労働保険料その他の徴収金及び委託組合員から受け入れた労働保険料

その他の徴収金の超過額、返還金を支出とする。 

２． 本事務組合は、労働保険料その他の徴収金のために委託組合員から交付を受けた金銭を、

その目的以外に使用しないものとする。 

３． 本事務組合は、労働保険料その他の徴収金の交付を受けた場合、直ちに納付するときのほ

かは、岐阜信用金庫付知支店に設けられている労働保険料等専用口座に預託するものとする。 

この場合、労働保険料その他の徴収金は、国に納付し又は委託組合員に還付する場合のほか

は引き出さないものとする。 

４． 本事務組合は、委託組合員の労働保険料その他の徴収金の納付のため本事務組合に交付

した金銭が、納付すべき労働保険料その他の徴収金の額を超過している場合には、超過分の

金額を当該委託組合員に返還するものとする。 ただし当該委託組合員の承認によって未納の

労働保険料その他の徴収金に充当することができるものとする。 

５. 保険料計算時の切り捨て処理の過程で、当事務組合が国に納付する保険料と各会員から徴

収する保険料の合計に微小な差額が生じる場合がある。その場合、過分の返金あるいは不足

分の請求先となる会員がいないため、過分は一般会計の雑収入として、不足分は一般会計の

雑費として支出するものとする。 

 

（労働保険事務組合一般会計の収入・支出） 

第２２条 本事務組合は、労働保険事務組合一般会計においては、第１８条に規定する手数料、報

奨金及び助成金等を収入とし、人件費、事務委託費、事務費及びその他の費用を支出とする。 

 

（経理年度） 

第２３条 労働保険事務組合労働保険料特別会計及び一般会計の経理年度は、中津川北商工会

の事業年度とする。 

 

（専用口座の預金通帳と印鑑の保管） 

第２４条 本事務組合は、労働保険料等専用口座の預金通帳と印鑑の保管責任者をそれぞれ別の

者に別途定めるものとする。 

 

（監    査） 

第２５条 本事務組合は、毎年１回又は随時に労働保険事務処理及び労働保険料等の預り金の処
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理について中津川北商工会監事等の監査を受けるものとする。 

 

第７章  報     告 

 
（総代会への報告） 

第２６条 本事務組合は、毎年１回中津川北商工会の総代会等の議決機関において労働保険料そ

の他の徴収金の徴収、納付状況を報告するものとする。 

 

第８章  支     部 

 
（支部の設置） 

第２７条 労働保険事務組合の業務を運営するため次の支部を置き、各支部に所属する委託組合

員の労働保険業務に関する円滑な推進を図る。 

 （１） 坂下支部（上野、山口、川上地区を含む） 

 （２） 付知支部 

 （３） 蛭川支部 

 （４） 加子母支部 

 （５） 福岡支部（高山、下野、田瀬地区を含む） 

 

 

附   則 

 

（承  認） 

第１条  本事務組合は、この規程について中津川北商工会の総代会等の議決機関の承認を得る

ものとする。 

 

（施行期日） 

第２条  この規程は、中津川北商工会が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けた日

から施行する。 

 

 (一部改正) 

第３条 この規定の一部改正は、中津川北商工会理事会の承認を経た後、令和 6年 6月 1日より実

施する。 


